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高齢者のいわゆる「孤独死」は深刻な社会問題であり，その予防は重要な政策課題である。
しかし実証的データはほとんどなく，その定義も議論上にある。そこで本研究は高齢者のいわ
ゆる孤独死対策に向けた基礎的資料を得るために，まず法医剖検例となった高齢者すべての死
亡（すなわち誰にも看取られなかった高齢者死亡）の実態と背景要因を明らかにすることを目
的とした。特に，これまで狭義の孤独死の定義として議論になってきた点である世帯構成によ
る実態の違いに着目した。
岡山大学における平成17～18年の同一医師による法医剖検例から65歳以上の死者を抽出し，

剖検記録から死因の背景要因となる情報を収集した。全体の状況の記述に加え，世帯構成別に
分け，背景要因を比較した。
剖検例210例のうち65歳以上の61例を分析した結果，死因の種類では「不慮の外因死」が77

％，直接死因では「焼死」が全体の41％であった。世帯構成では「独居」46％，対象者の特性
では杖歩行や義足，片麻痺，寝たきり等，日常生活動作の自立度が低い事例が36％みられた。
発見時の状況では，第一発見者は「近隣の人」が41％で，死亡から発見までの時間では，「１
日以上」発見されなかった事例は31％であった。また，「１カ月以上」発見されなかった５例
のうち，世帯構成の明らかになった３例はすべて「独居」であり，ミイラ化や高度腐乱状態で
発見された事例も含まれていた。また，火災等に関する死亡が53％あり，出火原因および場所
では「台所・コンロ等」19％，次いで「タバコ」「ストーブ」各16％，「灯明」13％であった。
法医剖検例からみた高齢者の看取られない死（このうちすべてが予防すべき孤独であるかは

議論を要する）は，世帯構成でみると，約半数が独居であった。また，独居事例では病死が多
く，死亡から発見までの時間が長い事例もみられた。これらのことから，高齢者の看取られな
い死は必ずしも独居者のみの問題ではなく，その対策としては，独居に限らない高齢者への包
括的対策，独居者に対しては心理的・社会的孤立予防への対策がより重要と考えられた。また，
対象者は約７割が不慮の外因死であり，特に火災等に関する死亡が多くを占めていたことから，
高齢者の不慮の事故対策は重要であり，中でも火災への予防的対策は急務の課題であることが
明らかになった。高齢者の「孤独死」とは何かについては今後，より議論を要するが，具体的
な対策を講じていくため，把握が難しい個々の事例のさらなる実態把握とそれに基づく検討が
必要である。そのためには法医剖検例に基づく背景の疫学的検討は非常に有効であり，法医公
衆衛生学ともいうべき新たな研究分野が必要と考える。
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Ⅰ

少子高齢化が進行するわが国にとって，高齢
者のいわゆる「孤独死」は深刻な社会問題の１
つである。この「孤独死」という言葉は，阪神
淡路大震災を契機にして，よく聞かれるように
なった背景があるが，在宅高齢者の「誰にも看
取られることのない死」は，従来から起こって
いた現象であると考えられる。
わが国では高齢者の孤独死の実態に関する統

計的資料は非常に少ないが，東京都監察医務院
の統計をみると，全検案数における高齢者の割
合は，平成14年の52.0％から，平成18年では
58.8％と年々増加している1)。このように，進
行する高齢者の増加や核家族化等の家族形態の
変化2)を背景に高齢者の検案事例は増えており，
今後，「誰にも看取られることのない死」はま
すます増加する可能性がある。
これらの背景から，孤独死の予防はわが国に

おいて急務の課題であり，常盤平団地における
取り組みや松戸市の「まつど孤独死予防セン
ター」の開設，2007年からは厚生労働省による
「孤立死防止推進事業（孤立死ゼロ・プロジェ
クト）」も開始され，さらに高齢者単身世帯見
守り防止事業や孤独死対策連絡会議の設置等の
各自治体による取り組み等も始まっている3)。
しかし，「孤独死」は法律上においても明確

に規定されておらず，主観的かつ抽象的概念で
あるため，その定義が非常に難しい。そのため，
高齢者の「孤独死」は様々に定義されている現
状にある。一般に新聞等においては，「孤独
死」は「一人暮らしをしていて，誰にも看取ら
れずに自宅で亡くなった場合」とされている
が4)，「一人暮らしや家族がいてもその不在時
に誰にも看取られることなく死を迎えた場合」
と述べているものもある5)。また，新宿区では
孤独死対策を講ずべき対象者について「２週間
毎程度に見守る者がいない，独居または高齢者
のみ世帯の高齢者」と定義している6)。さらに，
都市再生機構（ 都市機構）では「病死また

は変死事故の一態様で，死亡時に単身居住して
いる賃借人が，誰にも看取られることなく，賃
貸住宅内で死亡した事故をいい，自殺または他
殺を除く」としている7)。これらにみるように，
いわゆる高齢者における「孤独死」とは何かに
ついては，独居に限定するかどうか，ある一定
期間発見されなかった死とするか等も一定の見
解を得ず未定義のままであり，今も議論上にと
どまっている。
また，「孤独死」はその問題の性質上，現状

を知る手段が難しい。新聞などで極端なケース
についての報道はされても，地域での現状を把
握するのは困難であり，そのため，孤独死に関
して実証的データに基づいて論じた先行研究は
筆者らの知る限り非常に少ない8)-10)。一方，同
様に潜在事例が発掘しにくい深刻な社会問題で
ある虐待については，法医剖検例をデータとし
た実証研究がいくつか行われてきており11)-13)，
特に，ドイツでは，剖検例からこそ得られる
データに基づく疫学的アプローチによる研究が
活発に実施されている。具体的には褥創の発
生14)15)や大腿骨頚部骨折置換術後の経過16)等に
ついて，剖検例や検案例を用いた分析によるケ
アの質の評価を実施しており，社会的に有用な
結果を出している17)。
近年，看取りのケアの質の向上や重要性が指
摘されている一方で，人生の最期を誰にも看取
られることないこの孤独死は，決して単なる個
人の問題ではない。その背後に潜んでいる様々
な社会的背景を踏まえた予防的取り組みが必要
である。そこで本研究は高齢者のいわゆる孤独
死対策に向けた基礎的資料を得るため，法医剖
検例となったすべての高齢者を対象とすること
により，まずは誰にも看取られなかった高齢者
死亡の実態と背景要因を明らかにすることを目
的とした。特に，前述のようにこれまでの狭義
の孤独死の定義として議論になっている点であ
る世帯構成による違いに着目し，実態分析を
行った。
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（単位 例，（ ）内％）

独居
（ｎ＝25）

夫婦のみ
の世帯
（ｎ＝13）

夫婦以外
の２人世帯
（ｎ＝4）

３人以上
の世帯

（ｎ＝15）

欠損値
（ｎ＝4）

合計
（ｎ＝61）

剖検の種類
司法解剖
行政解剖（承諾解剖）

性別
男性
女性
年齢（平均値±標準偏差）

死因の種類
不慮の外因死
病死
自殺
他殺

直接死因
焼死
虚血性心疾患・心臓弁膜症等
溺死
火傷死
大動脈破裂
肺炎・気管支炎
外傷性ショック
一酸化炭素中毒
頚椎損傷
凍死
肝硬変
失血
不明
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Ⅱ

岡山大学法医学教室における平成17～18年の
２年間に，同一の医師によって行われたすべて
の法医剖検例から，65歳以上の全対象を分析対
象とした。

剖検記録から，剖検の種類，対象者の基本的
属性（性別・年齢），死因の種類，直接死因，
通院歴および入院歴の有無，既往歴・現病歴，
日常生活動作の程度，職業の有無，生活費，
サービス利用の有無，家族人数，家族構成，第
一発見者，発見までの時間，発生時期，発見場
所，住宅構造等の情報を収集した。

全体の状況の記述に加え，世帯構成による違
いを把握するため，「独居」「夫婦のみの世帯」
「夫婦以外の２人世帯」「３人以上の世帯」の
４群に分け，背景要因について比較した。

剖検記録から個人情報を扱う性質上，倫理的
配慮は不可欠である。具体的な個人情報保護の
方策としては，既存の資料の提供を受け，情報
を入手する際には個人の氏名等の基本情報を入
手しない方法にてデータ入力を行うことにより，
個人情報の流出を防止した。本調査は筑波大学
および岡山大学倫理審査委員会の承認を経た上，
捜査機関の協力も得て実施した。

Ⅲ

岡山大学法医学教室における平成17～18年の
２年間に，同一の医師によって行われたすべて
の法医剖検例は210例であり，そこから65歳以
上の全例61例を分析対象とした。
世帯構成別の対象者の基本的属性と死因等に
ついて， に示す。まず，全体でみると，剖
検の種類では「司法解剖」43例（71％），「行政
解剖」18例（30％），基本的属性では，「男性」
28例（46％），「女性」33例（54％）平均年齢は
全体で77歳であった。死因の種類では「不慮の

外因死」47例（77
％）（「自 殺」「他
殺」各１例を含む），
「病死」 14 例（23
％），であった。さ
らに直接死因につい
てみると，「焼死」
25例（41％），次い
で「虚血性心疾患・
心臓弁膜症等」７例
（12％），「溺死」４
例（７％）であった。
また，火災，あるい
は通常火災とは呼ば
ないが，死亡診断書
上の死因の種類５
（煙・火災及び火焔
による障害）に分類
される事例（以下，
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（単位 例，（ ）内％）

合計
（ｎ＝61）

独居
（ｎ＝25）

夫婦のみ
の世帯
（ｎ＝13）

夫婦以外
の２人世帯
（ｎ＝4）

３人以上
の世帯
（ｎ＝15）

欠損値
（ｎ＝4）

既往歴・現病歴
高血圧
認知症
脳血管疾患
がん
糖尿病
狭心症
不整脈
うつ
Ｃ型肝炎
喘息
肝硬変

通院歴
あり
入院歴
あり
日常生活動作
自立
低い

職業
あり
生活費
年金
自営・給与
生活保護
その他

サービス利用
あり
地域別
町村部
都市部
県外

第一発見者
家族
近所の人
他人

発見までの時間
直後
１日以内
１週間以内
１カ月以内
１カ月以上

発見場所
自宅
自宅以外
その他1)

発生時期
春
夏
秋
冬

注 1) 「その他」は病院等の施設内死亡である。
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火災など）を合計すると32例（53％）であり，
過半数を占めていた。

世帯構成別の対象者の死亡の背景要因につい
て に示す。まず，世帯構成は「独居」25例
（47％），「夫婦のみの世帯」13例，「夫婦以外
の２人世帯」４例，「３人以上の世帯」15例で

あった。高齢者本人の既往歴・現病歴では「高
血圧」12例（20％），次いで「認知症」11例
（18％），「脳血管疾患」10例（16％）であった。
また，情報が把握できた25例についてみると，
杖歩行や義足，片麻痺やつたい歩き程度等，歩
行が難しく，日常生活動作の自立度の低下を示
す記述のあった事例が22例（36％）みられた。
この22例について，世帯構成別にみると，7例

は独居であった。
発見時の状況について，まず全体をみ
ると，第一発見者は「家族以外」46例
（75％）であり，その内訳は「近所の
人」25例，「他人（通行者・配達人等）」
21例であった。発見場所では，「自宅」
が41例（67％）であった。死亡から発見
までの時間では，死亡「直後」に火災で
ただちに発見された事例が32例（53％），
それ以上が29例（47％）であり，それ以
上の期間であった事例の内訳は，「１日
以内」および「１週間以内」の発見例が
各10例，「１カ月以内」の発見例が４例
であった。また「１カ月以上」にわたり
発見されなかった事例が５例みられた

。世帯構成が把握できたのは３
例であったが，すべて独居事例であり，
ミイラ化や高度腐乱状態での発見例がみ
られた。

火災等に関する死亡32例の出火原因お
よび場所で最も多かったものは，「台
所・コンロ」６例，次いで「ストーブ」
「たばこ」各５例，「灯明」４例，「野焼
き」３例であった。さらに世帯構成別に
みると，独居は12例（火災等全体の41
％）であり，出火原因の「灯明」はすべ
て独居事例であった 。

Ⅳ

法医剖検例による全高齢者死亡とその
背景要因について分析した結果，独居者
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（単位 例，（ ）内％）

合計
（ｎ＝32）

独居
（ｎ＝12）

夫婦のみ
の世帯
（ｎ＝6）

夫婦以外
の２人世帯
（ｎ＝3）

３人以上
の世帯
（ｎ＝10）

欠損値
（ｎ＝1）

火災
原因
台所
ストーブ
たばこ
灯明1)
野焼き
不明

住宅構造
木造
鉄骨
不明

注 1) 灯明：仏壇のある部屋がもっとも燃えていて，灯明およびろうそ
くが原因と考えられるもの。

第56巻第２号「厚生の指標」2009年２月

は約半数のみであり，死因の種類では不慮の
外因死が77％で，かつ火が直接死因を引き起
こしている事例が全体の53％と半数以上で
あったことが特徴的であった。

本研究の結果では，高齢者のいわゆる看取
られない死亡で法医解剖に至った対象のうち，
独居者は約半数であり，半数には同居家族が
いた。まず，対象者のうち，独居者が約半数
に止まっていたことは，高齢者の看取られな
い不明の死は，必ずしも独居者とは限らず，
同居の家族がいても看取られない死は起こりう
ることを示している。これまで高齢者のいわゆ
る孤独死に関しては，独居者に限る考えもあっ
た。これは自宅において長期間発見されない死
亡をイメージしていた部分が大きいと考えられ
る。しかし，本研究の結果は，独居者のみに焦
点を当てた対策を講じているのでは不十分であ
ること，つまり，独居に限らない高齢者への包
括的対策の必要性を示唆している。これらの結
果から，家族との同居であっても，看取られな
い死への予防的対策は急務の課題であることが
明らかになった。
また，本研究の対象者の死亡の実態について

みると，全体では不慮の外因死が多くを占めて
いたが，世帯構成別にみると，独居者では病死
が多かった。さらに，死亡から発見までの時間
においては，半数は死亡直後に発見されている
ものの，１カ月以上発見されなかった５例のう
ち世帯構成が明らかであった３例は独居であっ
た。また，その中にはミイラ化や高度腐乱状態
で発見された事例が含まれていた。孤独とはあ
くまで主観的な概念ではあるものの，誰にも知
られることなく死亡し，その上，死亡に至って
もなお長期間，発見されないままであったこと
は，生前の社会とのつながりや周囲との人間関
係が極めて希薄であった可能性が否定できない
と考えられる。このように，独居事例では病死
が多く，死亡から発見までの時間が長いという
本研究の結果は，独居者に対しては，病状悪化

時の対応や心理的・社会的孤立予防の対策がよ
り重要であることを示唆しており，具体的には
独居者に対するより重点的な見守りなどが必要
であろう。

本研究対象の死因の種類では，火災等による
死亡が最も多く，約半数を占めていた。この結
果を解釈するに当たっては，本研究対象が法医
剖検例に限定されていることによる選択バイア
スに留意する必要がある。火災等の事例では殺
人後の放火である可能性もあり，地域差は有る
ものの剖検の対象となるのが一般的である。そ
のため他の死因に比してより高い割合を呈して
いる可能性がある。しかし，火災の場合，高齢
者は身体的特性による死亡の割合が高いという
先行研究18)もあり，また消防庁による平成18年
度版消防白書19)においても，65歳以上の高齢者
の火災による死者は，全死者数の半分以上を占
め，かつ平成10年の572人から平成17年には839
人と増加している。これらのことから，本研究
の数字が高めであることを考慮しても，不慮の
事故の中でも特に高齢者の火災への予防的対策
は重要と考える。
さらに，火災等の原因としては，台所からの
出火が最も多く，ストーブ，たばこ，灯明が続
いていた。中でも，灯明による火災がすべて独
居者であったことは特徴的であろう。平成18年
度版消防白書によれば65歳以上の住宅火災の発
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火源においても，たばこ，ストーブ，こんろが
上位三位を占めており，ローソク・灯明も3.9
％であるが含まれていた19)。このような傾向に
ついてはほぼ全国データとも一致していると考
えられる。また，対象者の背景要因では，22例
の日常生活動作の自立度が低い事例も含まれて
いたが，そのうち，７例は独居者であり，逃げ
遅れ等が死亡に影響している可能性も考えられ
る。
高齢者の孤独死とは何かという定義は，いま

だ議論上であり，病死の他，不慮の事故をも含
めて考えていくのかについても，今後さらなる
検討が必要である。しかし，高齢者の看取られ
ぬ死において火災が存在していることは事実で
あり，一瞬にして家財・遺品のすべてを奪い，
遺体も生前の面影の全くないものになってしま
う火災は，後述のように予防対策がとりやすい
点からも，減らすべき高齢者のいわゆる孤独な
死亡として取り上げるべき点が多いと考える。
高齢者による火災への予防的対策としては，安
全環境整備，例えば，一部自治体で実施されて
いるスプリンクラーの設置やコンロの電気化等
が考えられ，このように，実態に基づいて具体
的な対策を示し，その上で効果を評価していく
必要性があると考える。

まず，本研究の限界として，前述のように
データが法医剖検例であることによる研究対象
集団の代表性の問題がある。法医解剖はいわゆ
る「異状死体」の中から，何らかの事件性が疑
われる場合や死因等が不明な場合に，司法解剖，
行政解剖（承諾解剖）に区分して実施される。
そのため高齢者においては相応の病歴があり，
検案のみで事件性の否定や死因の推定が可能な
場合は剖検の対象とならないが，火災等の死因
が明らかではない場合や発見までの時間が長い
場合は剖検の対象となることが多い。このよう
に，法医剖検例を対象とする研究では異状死体
全体からの選択バイアスの影響は不可避であり，
結果の量的解釈には注意が必要である。
しかし，高齢者の孤独死についての実証的

データを得ることは非常に難しい。実際に孤独
な死に至ってしまった事例が，どのような背景
の中で生活していたのか，そしてどのような最
後を迎えたのか，その現実から学ぶことは極め
て重要であり，これは捜査機関を通して事前に
比較的念入りに聴取を行う法医剖検例を用いる
からこそ可能になる点である。さらに，

20)らが指摘するように，法医剖検例にお
ける死因判断は，臨床診断や検案事例よりもは
るかに信頼性が高いという利点もあり，法医剖
検例によるデータの有用性は極めて高い。
今後の課題としては，法医剖検例の選択バイ
アスの検証のために，全検案事例についての分
析，また地域差の検証のために，他の地域での
分析の実施が必要である。そしてこうした疫学
的根拠に基づき，具体的な予防的政策を立案し
ていくことが求められている。

Ⅴ

本研究はわが国における高齢者孤独死対策の
構築に向けて，まず２年間の法医剖検例におけ
る全高齢者死亡の実態と背景要因を分析したも
のである。その結果，高齢者の孤独死対策とし
ては，独居に限らない高齢者への包括的対策の
必要性が示唆された。また不慮の事故への対策
は重要であり，中でも火災への予防的対策は急
務の課題であることが明らかになった。
高齢者の「孤独死」とは，ある一定の時間以
上，発見されないことを問題とするのか，それ
とも看取られない死全体として，広く捉えてい
くのか，今後，議論の蓄積が必要と考える。し
かし，いずれにしてもさらなる実態把握が必要
であり，その疫学的分析に基づいて何を避ける
べき孤独死とするのかを議論した上で，実態に
あった対策を講じていく必要がある。
本研究の取り組みは，法医剖検例以外からは
得がたいデータを公衆衛生学的視点および手法
によって分析する法医公衆衛生学の構築に向け
た新しい試みである。「死」は絶対的なアウト
カムであり，そこから学ぶべきことは多々ある
が，このようなデータはあまり活用されていな
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い現状にある。孤独死のような潜在的な社会的
問題の実態が法医剖検例からこそ明らかになる
点も多く，このデータに基づく検討は有効と考
える。
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